
総 務
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１．消防組織図

総 務 課

予 防 課

警 防 課

取手消防署

戸頭消防署

吉田消防署

椚木消防署

宮和田出張所

第1方面隊

方面隊長・本部員
第1・2・3・4・6・9・18・19分団

第2方面隊

方面隊長・本部員
第10・11・12・13・14・15・16・17分団

第3方面隊

方面隊長・本部員 第7・8・20・21・22・26分団

第4方面隊

方面隊長・本部員
第27・28・29・30分団

第5方面隊

方面隊長・本部員
第31・32・33・34分団

第6方面隊

方面隊長・本部員 第35・36・37分団

女性本部員 女性消防分団

庶務係
施設装備係
消防団係

予防係
危険物係

警防係
救急救助係

市
 
長

消
防
長

次
 
長 庶務係

消防係
予防係
救急係
救助係
通信係

庶務係
消防係
予防係
救急係
救助係

庶務係
消防係
予防係
救急係
救助係

庶務係
消防係
予防係
救急係
救助係

消
防
団
長

副
団
長
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２．消防本部事務分掌

総 務 課
（庶務係） １．課の庶務に関すること。

２．文書の収受及び発送に関すること。

３．消防広報及び各種統計に関すること。（他課の主管に属さないものに限る。）

４．消防組織、人事及び企画調整に関すること。

５．公印の管守に関すること。

６．消防諸規定の制定、改廃に関すること。

７．消防関係表彰に関すること。

８．消防予算に関すること。

９．消防職員の福利厚生に関すること。

10．消防職員の服務及び教養訓練計画に関すること。

11．消防職員委員会に関すること。

12．他課の主管に属さないこと。

（施設装備係） １．消防の基本的重要施策の計画策定に関すること。

２．公有財産の管理に関すること。

３．消防職員及び消防団員の給貸与品に関すること。

４．消防職員及び消防団員の公務災害補償に関すること。

５．消防防災施設・設備等、整備補助事業等に関すること。

（消防団係） １．消防協会及び消防友の会に関すること。

２．消防団員の服務に関すること。

３．消防団員の福利厚生に関すること。

４．消防団員の表彰に関すること。

５．消防団員の各種会議に関すること。

６．消防団員の教養訓練計画に関すること。

予 防 課
（予防係） １．課の庶務に関すること。

２．文書の収受及び発送に関すること。

３．火災予防の普及広報及び統計に関すること。

４．建築確認における消防同意に関すること。

５．消防用設備等の指導及び検査に関すること。

６．防火対象物の査察計画及び指導に関すること。

７．消防設備士の指導及び育成に関すること。

８．防火管理者及び消防計画の指導教養に関すること。

９．火災予防条例による使用開始、設備設置等の届出及び検査に関すること。

10．防火団体の指導及び育成に関すること。

11．防火委員会の事務に関すること。

（危険物係） １．危険物製造所等の許認可及び検査に関すること。

２．危険物製造所等の査察計画及び指導に関すること。

３．火災予防条例による危険物等の届出及び検査に関すること。

４．液化石油ガス販売事業に関すること。

５．圧縮アセチレンガス等の届出に関すること。

６．危険物取扱者の指導及び育成に関すること。

７．危険物製造所等の予防規程に関すること。

８．防火安全協会の事務に関すること。
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警 防 課
（警防係） １．課の庶務に関すること。

２．文書の収受及び発送に関すること。

３．水火災等の災害対策及び警戒防ぎょに関すること。

４．消防計画に関すること。

５．消防車両及び特殊車両の整備保全に関すること。

６．開発行為に関すること。

７．火災調査及び諸証明に関すること。

８．消防の相互応援協定に関すること。

９．消防水利の設置及び管理保全に関すること。

10．消防備品等の配備計画及び運用に関すること。

11．水火災等の報告及び統計に関すること。

（救急救助係） １．救急救助の統計及び教養訓練計画に関すること。

２．救急救助の対策及び運用に関すること。

３．救急救助の普及広報に関すること。

４．救急医療機関との連絡調整に関すること。

５．消防職員の感染防止対策に関すること。

６．救急車両、救急資器材及び救助資機材等の整備保全に関すること。

７．応急手当普及啓発に関すること。

３．消防署事務分掌

（庶務係） １．係の総括に関すること。

２．文書の収受及び発送に関すること。

３．公印の管守に関すること。

４．消防職員の教養訓練及び服務に関すること。

５．消防職員の福利厚生に関すること。

６．消防団員の教養訓練に関すること。

７．庁舎及び車両等の管理保全に関すること。

８．消防用備品等の管理保全に関すること。

９．他の主管に属さないこと。

（消防係） １．水・火災等の予防、警戒に関すること。

２．水・火災等の防ぎょ活動に関すること。

３．地理・水利等の調査に関すること。

４．水利施設等の保守管理に関すること。

５．消防対象物等の警防計画に関すること。

６．消防対象物の調査に関すること。

７．火災予防条例の届出に関すること。
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（予防係） １．火災予防の普及広報に関すること。

２．防火対象物等立入検査に関すること。

３．住宅防火対策に関すること。

４．一人暮らし老人の調査に関すること。

５．空地、空家等の火災予防対策に関すること。

６．火災統計に関すること。

７．火災等の調査及び諸証明に関すること。

８．自主防災組織の訓練指導に関すること。

（救急係） １．救急活動に関すること。

２．救急統計に関すること。

３．救急隊員の教養訓練に関すること。

４．救急医療機関との連絡調整に関すること。

５．消防職員の感染防止対策に関すること。

６．救急車両及び救急用資器材の管理保全に関すること。

７．応急手当普及啓発活動及び指導に関すること。

８．救急業務に係る広報に関すること。

（救助係） １．救助活動に関すること。

２．救助統計に関すること。

３．救助隊員の教養訓練に関すること。

４．梯子車対象物等特殊建物の調査及び対策に関すること。

５．水難救助・水防等の災害活動対策に関すること。

６．救助車両及び救助用資機材の管理保全に関すること。

７．救助業務に係る広報に関すること。

（通信係）

１．災害出動及び通信統制に関すること。

２．共同指令センターに関すること。

３．消防救急無線及び防災行政無線に関すること。

４．関係機関への連絡及び出動に関すること。

５．火災警報及び消防信号に関すること。

６．茨城県防災情報システムに関すること。

７．茨城県救急医療情報システムに関すること。

８．その他消防通信業務に関すること。
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４．消防庁舎

（１）消防本部及び消防署所

【取手市消防本部・取手消防署】
所 在 地 取手市井野１２６４番地１

TEL ０２９７－７４－０１１９ FAX ０２９７－７４－０１５５

E-mail torisyo＠city.toride.ibaraki.jp

構 造 等 鉄筋コンクリート造 地上３階・地下１階

延床面積 ２，２５３㎡ 敷地面積 ６，７６０㎡

付属施設 訓練塔２棟 A塔 １４４㎡

B塔 １０４㎡

竣 工 平成元年４月１日

【戸頭消防署】
所 在 地 取手市戸頭四丁目２０番１号

TEL ０２９７－７８－２５３１ FAX ０２９７－７８－２５３２

E-mail togashira-fd@city.toride.ibaraki.jp

構 造 等 鉄筋コンクリート造 地上２階塔屋付

延床面積 ８５０㎡ 敷地面積 １，０００㎡

竣 工 昭和５０年１０月１日

【吉田消防署】
所 在 地 取手市吉田５４５番地１

TEL ０２９７－７４－１１１９ FAX ０２９７－７４－１１１８

E-mail yoshida-fd@city.toride.ibaraki.jp

構 造 等 鉄筋コンクリート造 地上２階塔屋付

延床面積 ８９０㎡ 敷地面積 ２，９４９㎡

付属施設 水防防災機材備蓄庫 鉄骨造 １４５㎡

放水訓練施設 ＲＣ造 １２㎡

竣 工 昭和５６年４月１日

【椚木消防署】
所 在 地 取手市椚木９５０番地１

TEL ０２９７－８３－１１６６ FAX ０２９７－８３－４４１３

E-mail kunugi-fd@city.toride.ibaraki.jp

構 造 等 鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造） 地上２階

延床面積 １，３００㎡ 敷地面積 ５，４０３㎡

付属施設 放水訓練施設

竣 工 昭和５８年９月３０日

【椚木消防署宮和田出張所】
所 在 地 取手市宮和田１７８２番地１

TEL ０２９７－８２－５１１９ FAX ０２９７－８２－５１６９

E-mail miyawada-fd@city.toride.ibaraki.jp

構 造 等 鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造） 地上２階

延床面積 ７４９㎡ 敷地面積 ２，６５０㎡

付属施設 放水訓練施設

竣 工 平成５年４月１日
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（２）消防団

分 団 名 所 在 地 築年月 車庫（㎡） 詰所（㎡） 合計（㎡）

第 １分団 取手市新町１－３ H19. 3 ５７．８７ ３６．９０ ９４．７７

第 ２分団 取手市取手２－１４－２３ H17. 3 ２２．３８ ２２．３８ ４４．７６

第 ３分団 取手市取手１－１３ H 9. 3 ４３．９２ ３４．５５ ７８．４７

第 ４分団 取手市取手２－１７ H 5. 8 ４４．０５ ５３．１３ ９７．１８

第 ６分団 取手市白山２－６－２９ S53. 3 ２３．１９ ２３．０１ ４６．２０

第 ７分団 取手市井野８７６ H 9. 3 ３２．８２ ３６．６１ ６９．４３

第 ８分団 取手市吉田３６１ S55. 1 ２３．１０ ２３．１０

第 ９分団 取手市小堀４２３０ S56. 2 ２５．０２ ２２．６８ ４７．７０

第 10 分団 取手市市之代４９９－１ H 1 ３６．００ ３６．００

第 11 分団 取手市上高井６１２－１ H28.12 ２３．８４ ２３．８４

第 12 分団 取手市下高井１３０８－２ S60. 2 ３６．１２ ３６．１２

第 13 分団 取手市米ノ井３７４－２ H 3. 3 ３６．３８ ２７．９８ ６４．３６

第 14 分団 取手市戸頭１４３９－１ H31. 2 ２２．３８ ２２．３８

第 15 分団 取手市野々井１４１８－１ H30. 3 ３０．００ ３０．００

第 16 分団 取手市稲１１６３ H18. 8 ２３．４３ ２３．４３

第 17 分団 取手市駒場３－１２ H28.12 ２３．８４ ２３．８４

第 18 分団 取手市本郷３－１１ S62. 3 ２２．６３ ２２．６３

第 19 分団 取手市桑原４６３ H30. 3 ２３．４３ ２３．４３

第 20 分団 取手市桑原１０５６－１ S59. 1 ２３．４３ ２３．４３

第 21 分団 取手市小文間４２３２ H17. 3 ３２．８２ ３６．６１ ６９．４３

第 22 分団 取手市小文間４６７７－８ S57. 1 ２３．４３ ２３．４３

第 26 分団 取手市東５－８ S52. 3 ４２．０３ ２２．６８ ６４．７１

第 27 分団 取手市岡９３９ H 1.11 ３１．５０ ３１．５０

第 28 分団 取手市山王３１３ H 1. 3 ３６．９７ ３６．９７

第 29 分団 取手市神住８８８ S51.10 ２９．２３ ２９．２３

第 30 分団 取手市清水３７８－１ S53.11 ３０．６６ ３０．６６

第 31 分団 取手市中田７５２－３ S52 ２８．００ ２８．００

第 32 分団 取手市椚木９３１－１２ H 6.11 ３５．６０ ３５．６０

第 33 分団 取手市宮和田３４３－２ H 5.12 ３６．００ ３６．００

第 34 分団 取手市高須１９０－１ H 2.10 ２６．６０ ２６．６０

第 35 分団 取手市浜田２５７－１ H 5 ３９．８４ ３９．８４

第 36 分団 取手市新川２４７－２ H12. 3 ３５．６０ ３５．６０

第 37 分団 取手市双葉２－１２６７－２０８ S43 ２９．２５ ２９．２５

旧第５分団 取手市台宿２－１８ H13. 9 ３２．８２ ３６．６１ ６９．４３

旧第２５分団 取手市井野台２－６ R 2. 2 ２２．３８ ２２．３８



(単位：千円）
５．市予算と消防予算との比較

消防予算内訳

常備消防費※ 非常備消防費

令和２年度 36,960,000 1,910,559 5.2% 1,802,406 108,153

令和３年度 36,800,000 1,837,120 5.0% 1,750,805 86,315

令和４年度 39,010,000 1,818,721 4.7% 1,706,712 112,009

令和５年度 40,910,000 1,761,924 4.3% 1,670,257 91,667

令和６年度 42,840,000 1,859,650 4.3% 1,765,757 93,893

※常備消防費には、救急業務費、消防施設費を含む。 （比較：小数点第1位未満を四捨五入）

６．人口及び世帯あたりの消防費

人口１人あたり（円） １世帯あたり（円） 各年４月１日現在

一般会計 消防費 一般会計 消防費 人口 世帯数

令和２年度 345,366 17,853 753,948 38,974 107,017 49,022

令和３年度 346,213 17,284 746,481 37,266 106,293 49,298

令和４年度 367,524 17,135 780,700 36,398 106,143 49,968

令和５年度 386,261 16,636 807,031 34,758 105,913 50,692

令和６年度 404,224 17,548 829,092 35,991 105,981 51,671

（1円未満切り上げ）

　     　　種別
 年度

市予算額 消防予算額 比較

　     　　種別
 年度
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 （１）消防職員の階級別配置状況

1 1

1 1

1 1 1

1

1 2 1

1 1

1

1 1

1 3 6 10

1 4 6 6 5 0 7 0 29

第一中隊 3 4 7 4 7

第二中隊 3 4 6 3 9

第一中隊 3 3 3 0 2

第二中隊 3 3 2 1 2

第一中隊 2 4 4 0 2

第二中隊 3 2 3 1 2

7 22 26 32 15 31 0 133

1 11 28 32 37 15 38 0 162

７．消防職員関係

（R６.４.１現在）

消防長

次　長

庶務係

施設装備係

消防団係

予防係

危険物係

警防係

救急救助係

研修・派遣

本部付

小　　計

椚木消防署

宮和田出張所

小　　計

合　　計

　　　　　　      　　　　　階級
配置別

消防監
消防

司令長
消防
司令

消防
司令補

消防
士長

消防
副士長

消防士
その他
の職員

計

総
務
課

(1) 5
1

予
防
課

1 7

警
防
課

2 5

取手消防署 3 53

戸頭消防署 1 23

吉田消防署 1 24

第一中隊

2

2 3 3 4 3

33
※毎当務，宮和田出張
所へ救急隊３名が出向
する

第二中隊 3 3 4 2 4

※　再任用職員（２０名）は含まず

消
防
本
部

－23－



6 34 40

23 8 4 35

10 13 1 24

3 3

6 4 10

5 1 6

1 11 17 14 1 44

1 11 28 32 37 15 38 0 162

6 6

3 28 31

12 11 4 27

3 22 1 26

10 2 12

2 4 6

15 3 18

4 11 11 1 27

1 7 1 9

1 11 28 32 37 15 38 0 162

 （２）消防職員の階級別勤務年数

（R６.４.１現在）

 　 ５年未満

　  ５年以上１０年未満

　１０年以上１５年未満

　１５年以上２０年未満

　２０年以上２５年未満

　２５年以上３０年未満

　３０年以上

計

 （３）消防職員の階級別年齢

（R６.４.１現在）

 ２０才未満

 ２０才以上２５才未満

 ２５才以上３０才未満

 ３０才以上３５才未満

 ３５才以上４０才未満

 ４０才以上４５才未満

 ４５才以上５０才未満

 ５０才以上５５才未満

 ５５才以上

計

　　　　　　        　階級　
  年数

消防監
消防

司令長
消防
司令

消防
司令補

消防
士長

消防
副士長

消防士
その他
の職員 計

　　　　　　        　階級　
  年数

消防監
消防

司令長
消防
司令

消防
司令補

消防
士長

消防
副士長

消防士
その他
の職員 計
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団本部 1 3 5 10 19

第１分団 1 1 1 3 10 16

第２分団 1 1 1 3 6 12

第３分団 1 1 1 3 13 19

第４分団 1 1 1 3 11 17

第６分団 1 1 1 3 10 16

第７分団 1 1 1 3 6 12

第８分団 1 1 1 3 8 14

第９分団 1 1 1 3 5 11

第10分団 1 1 1 3 6

第11分団 1 1 1 3 2 8

第12分団 1 1 1 3 9 15

第13分団 1 1 1 3 4 10

第14分団 1 1 1 3 4 10

第15分団 1 1 1 3 8 14

第16分団 1 1 1 3 10 16

第17分団 1 1 1 3 3 9

第18分団 1 1 1 3 6

第19分団 1 1 1 3 3 9

第20分団 1 1 1 3 6 12

第21分団 1 1 1 3 3 9

第22分団 1 1 1 3 12 18

第26分団 1 1 1 3 7 13

第27分団 1 1 1 2 6 11

第28分団 1 1 1 3 5 11

第29分団 1 1 1 3 2 8

第30分団 1 1 1 2 10 15

第31分団 1 1 1 3 8 14

第32分団 1 1 1 3 11 17

第33分団 1 1 1 3 16 22

第34分団 1 1 1 3 8 14

第35分団 1 1 1 3 17 23

第36分団 1 1 1 3 12 18

第37分団 1 1 1 3 5 11

女性消防分団 1 1 1 3 10 16

計 1 3 5 10 34 34 34 100 250 471

８．消防団関係

　（１）消防団員の階級別配置表 （R６.４.１現在）

　　　　 職名　 
区分

団　長 副団長 方面隊長 本部員 分団長 副分団長 部　長 班　長 団　員 計
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 （２）令和５年中の消防団火災出場状況（人員）

団本部 13 10 6 6 3 6 8 52

第１分団 6 5 6 3 3 8 31

第２分団 3 4 3 10

第３分団 10 3 4 2 3 12 34

第４分団 11 3 5 4 4 27

第６分団 13 3 9 11 36

第７分団 10 9 19

第８分団 5 3 7 15

第９分団 5 5

第10分団 0

第11分団 10 10

第12分団 9 9

第13分団 5 5

第14分団 11 11

第15分団 6 3 9

第16分団 6 6 3 7 22

第17分団 0

第18分団 3 3

第19分団 0

第20分団 5 5

第21分団 5 8 13

第22分団 4 4

第26分団 12 6 5 2 5 30

第27分団 0

第28分団 0

第29分団 0

第30分団 0

第31分団 0

第32分団 0

第33分団 0

第34分団 0

第35分団 0

第36分団 0

第37分団 0

女性消防分団 0

計 79 0 54 50 56 0 13 0 0 29 0 69 350

　　　　　　月　　
区分

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 計
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 （３）消防団員の階級別年齢 （R６.４.１現在）

 ２０才未満 4 4

 ２０才以上２５才未満 1 21 22

 ２５才以上３０才未満 3 1 5 15 24

 ３０才以上３５才未満 4 2 4 10 19 39

 ３５才以上４０才未満 10 7 6 12 40 75

 ４０才以上４５才未満 3 5 8 21 41 78

 ４５才以上５０才未満 13 10 7 22 44 96

 ５０才以上５５才未満 6 6 6 18 35 71

 ５５才以上６０才未満 2 5 2 7 26 42

 ６０才以上６５才未満 2 2 3 1 3 5 16

 ６５才以上 1 1 1 1 4

計 1 3 5 0 44 34 34 100 250 471

 （４）消防団員の報酬及び手当 （R６.４.１現在）

副団長

方面隊長

年 間 報 酬 142,000 98,000 80,000 55,000 45,000 37,000 37,000 37,000 36,500

火災　（鎮火後の再燃防止活動を含む） 　８，０００円（１日につき）

水害

その他の災害

堤防の巡視、警戒、捜索等

市長が特に必要と認める警戒、捜索等

演習、消防、水防訓練等

防災訓練、救命講習会の指導等

防火診断等

一定期間継続して行う訓練（ポンプ操法訓練等）

市長が特に必要と認めるもの

消防団本部 年間 160,000円

ポンプ車所有分団 １個分団につき 年間 172,000円

小型ポンプ所有分団 １個分団につき 年間 170,000円

女性消防分団 年間 160,000円

　　　　 　  　階級　　　　　　
年齢

団長 副団長
方面
隊長

本部員 分団長 副分団長 部長 班長 団員 計

　　　　 　  　階級　　　　　　
区分

団長 本部員 分団長 副分団長 部長 班長 機関員 団員

災害出動 ※１回の出動が４時間に満たな
　い場合は、４，０００円

警戒出場 　２，０００円（１日につき）

訓練等 　２，０００円（１日につき）

その他 　１，０００円（１日につき）

運 営 交 付 金
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